
令和 4年度 第１回理事会

日 時：令和４年４月８日（金）１５：３０～ 

場 所：森林総合研究所特別会議室（つくば市）、テレビ会議 

Ⅰ．報 告 

１．令和 4年度 第１回 機構会議等の日程について 

２．特定母樹の指定（令和３年度）について 

３．特定母樹等の展示林の設定状況について 

４．財政融資資金実地監査について（非公表）  

５．「令和 4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用」にかかる森林保険事務の 

 対応について  

Ⅱ．その他 

１．今後の行事予定について 

２．主要行事 

３．令和４年３月に森林総合研究所が広報した研究成果 

４．国立研究開発法人森林研究・整備機構理事会規程 



理 事 会 資 料 

令和４年４月８日 

令和４年度 第 1回 機構会議等の日程について 

このことについて、下記のとおり開催しますので、お知らせします。 

記 

日 時 会 議 名 主 な 出 席 者 場 所 

5月 26日（木） 

13:00～14:00 
産学官民・国際連携

推進本部会議 

理事 (研究担当、育種事業・森林バ
イオ担当）、企画部長、総務部長、
【育種センター】審議役

大会議室等※ 

14:15～16:00 研究企画・運営会議 

理事長、理事（企画・総務・森林保
険担当、研究担当、育種事業・森林
バイオ担当）、監事、総括審議役、
企画部長、総務部長 
【育種センター】審議役 

16:15～17:15 機構会議 

理事長、理事（企画・総務・森林保
険担当、研究担当、育種事業・森林
バイオ担当、森林業務担当、法令遵
守担当）、監事、総括審議役、企画
部長、総務部長、 
【育種センター】審議役、 
【整備センター】総括審議役、 
【保険センター】総括審議役 

5月 27日（金） 

10:00～12:00 
業績審査委員会 

(研究・育種）

理事（企画・総務・森林保険担当、
研究担当、育種事業・森林バイオ担
当）、企画部長、総務部長 
【育種センター】審議役 

大会議室等※ 

13:00～14:40 
地域情勢交換会議 

(支所・園長個別打合せ)

理事長、理事（企画・総務・森林保
険担当、研究担当）、総括審議役、
企画部長、総務部長 

特別会議室※ 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によってはテレビ会議等を組合せ 
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第２ 回 理事会(R4.5.13開催)で修 正報告

※赤字部分について修正

特定母樹の指定（令和３年度）について 

 令和３年度に森林総合研究所林木育種センターより特定母樹として申請した３７系統につ
いて、農林水産大臣により指定を受けた。その内容は以下のとおり。 

樹種名 系統数 備  考

ス ギ ２４ 

エリートツリー １５ （関東 ３、関西 １２） 

第二世代雪害抵抗性品種 ３ （東北３ 山形県との共同申請） 

第二世代精英樹 ６ （東北 ６ 宮城県との共同申請、山形県との共同申請） 

カラマツ ４ エリートツリー ４ （東北 ４） 

トドマツ ９ エリートツリー ９ （北海道 ９） 

合   計 ３７ エリートツリーの割合 約7６% （２８／３７）

注： １． エリートツリーとは、エリートツリー選抜実施要領第６条により決定された、第二世代以降の 

精英樹である。

２． 備考欄の（ ）内は申請がなされた育種基本区別の系統数。

（参考）
これまでの特定母樹の指定状況

樹種名 系統数 備  考 

ス ギ ２１４ 

エリートツリー １５３ (東北 ４５、関東 ４０、関西 ５０、九州 １８） 

第一世代精英樹 ２1（東北 ９、九州 １２） 

第二世代精英樹 ８ （東北 ８） 

第二世代雪害抵抗性品種 ２２ （東北 ２２） 

花粉症対策品種 １０ （東北 １、九州 ９） 

ヒ ノ キ ５８ エリートツリー ５８ （関東 １７、関西 ４０、九州 １） 

カラマツ ８０ エリートツリー ８０ （東北 １８、関東 ６２） 

グイマツ   １ 第一世代精英樹 １ （北海道 １） 

トドマツ ２９ エリートツリー ２９ （北海道 ２９） 

合  計 ３８２ エリートツリーの割合 約８４% （３２０／３８２） 

  注：間伐等特措法に基づく特定母樹の指定制度が導入された平成 25 年度から令和３年度末までに、

森林総合研究所林木育種センターにより申請（都道府県との共同申請を含む）がなされたもの。 
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理 事 会 資 料 

令 和 ４年 ４月 ８日  

林 木 育 種 センター
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令 和 ４年 ４月 ８日  

林 木 育 種 センター



【別紙】

令和３年度に指定された特定母樹の事例（エリートツリー） 

<樹  種>  トドマツ 

<指定番号> 特定3-1 

<名  称> トドマツ北育2-25 

<樹  令> 33年生 （R3.3月末） 

<胸高直径> 21.5 cm （24年次） 

<樹  高> 13.2 m （24年次） 

<材  積> 0.266 m3 （24年次） 

<樹  種>  スギ 

<指定番号> 特定3-19 

<名  称> スギ西育2-270 

<樹  令> 40年生 （R3.3月末） 

<胸高直径> 27.0 cm （31年次） 

<樹  高> 18.5 m （31年次） 

<材  積> 0.479 m3 （31年次） 

<樹  種>  カラマツ 

<指定番号> 特定3-28 

<名  称> カラマツ東育2-41 

<樹  令> 38年生（R3.7月末） 

<胸高直径> 16.0 cm （20年次） 

<樹  高> 16.0 m （20年次） 

<材  積> 0.161 m3 （20年次） 

（参考） 

対照個体(39本)の平均値 

<胸高直径> 17.5 cm （24年次） 

<樹  高> 11.1 m （24年次） 

<材  積> 0.162 m3 （24年次） 

※写真は32年次撮影 

（参考） 

対照個体(30本)の平均値 

<胸高直径> 20.7 cm （31年次） 

<樹  高> 15.3 m （31年次） 

<材  積> 0.265 m3 （31年次） 

※写真は40年次撮影 

（参考） 

対照個体(201本)の平均値 

<胸高直径> 12.1 cm （20年次） 

<樹  高> 12.6 m （20年次） 

<材  積> 0.086 m3 （20年次） 

※写真は38年次撮影 
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理 事 会 資 料 
令和４年４月８日 
林木育種センター 

特定母樹等の展示林の設定状況について 

 特定母樹に由来する苗木は、従来の種苗と比較して成長が優れることが期待されていま
す。林木育種センターでは、精英樹同士の交配による子供世代の個体の中から、成長等に優
れたものをエリートツリーとして開発し、その中から特に成長が優れ、材質が平均より優れ
た個体を特定母樹に申請しています。エリートツリーや特定母樹に関心のある方から、「成
長がよいと聞くが、エリートツリーから生産される苗木は、従来の苗木に比べてどれくらい
成長がよいのだろうか」という声がしばしば聞かれます。このため、造林関係者、苗木生産
者等に、これらの苗木の優れた特性を確認して理解いただくための林分として、展示林を整
備していくことが重要だと考えています。 
 林木育種センターでは、森林整備センター、都道府県、市町村、民間企業、国有林、篤林
家等と連携しながら、スギ、ヒノキ、カラマツ等のエリートツリーや特定母樹の展示林の設
定を全国で進めており（図）、今後これらの展示林を活用しながら、エリートツリーや特定
母樹の普及の促進に貢献していきたいと考えています。 

全国に設置された特定母樹等展示林の位置 

スギ

ヒノキ

カラマツ

その他

植栽済 （１５箇所）

２０２２年春植栽予定 （１１箇所）

２０２２年秋以降植栽予定 （７箇所）
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（参考） 

令和 3 年度に設定した展示林の例 

今年３月、民間企業と連携して、スギ特定母樹等展示林を静岡県富士宮市に設定しました
(写真 1･2)。同展示林の林内に複数の視察コースを設け、それぞれのコース沿いに展示区画
を設けました。この展示区画には、特定母樹、エリートツリー等の第二世代と、現在の育種
種苗の主流である第一世代精英樹が交互に植栽されています。視察に訪れる方が、第一世代
精英樹と今後の普及の主力となる特定母樹を見て比較することができる設計になっていま
す。 

写真 1．民間企業と連携して設定したスギ特定母樹等展示林（2022.3設定） 

写真 2．スギ特定母樹等展示林の設計と展示区画 

①
②

③
④

⑤

駐車場

展示区画
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理 事 会 資 料 

令和４年４月  8 日 

森林保険センター 

「令和 4 年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用」にかかる森林

保険事務の対応について 

１．概  要 

 令和 4 年 3 月 16 日に発生した、福島県沖を震源とする地震により災害救助法が

適用された地域を対象に、森林保険契約の継続手続きの猶予措置を定めた通知を

発出（別添）。 

２．通知内容 

○保険契約者が保険期間満了の 30 日前までに継続による契約の申込みができな

かった場合であっても、令和４年 8 月 31 日までに申出があった場合は、同日まで

継続による契約の締結手続きを猶予。 

○猶予期間内に保険料を添えて継続による契約の申込みが行われた場合は、前回

契約と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立

したものとする。 

３．対  象 

 宮城県及び福島県の全市町村（27 市 51 町 16 村） 

４．参  考 

令和３年度の災害救助法の適用等に伴う継続手続きの猶予措置については下記

のとおり（いずれも適用期間終了）。 

◯島根県松江市の大規模火災

◯令和３年７月１日からの大雨による災害

◯台風第９号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害

◯令和３年８月 11 日からの大雨による災害

◯令和３年長野県茅野市において発生した土石流にかかる災害

◯新型コロナウイルス感染症

Ⅰ-5

10



３森林保業第３３３号 

令和４年３月２３日 

道府県森林組合連合会 代表理事会長 様 

東京都森林組合 代表理事組合長 様 

大阪府森林組合 代表理事組合長 様 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林保険センター  所長  石原  聡 

「令和４年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用について」 

にかかる森林保険事務の対応について 

 令和４年３月１６日に福島県沖を震源とする地震が発生し、宮城県及び福島県の全市

町村（２７市５１町１６村）に対して、災害救助法を適用する決定がされました（別紙１

参照）。 

 つきましては、宮城県及び福島県に所在する森林を保険の目的とする保険契約及び宮城

県及び福島県を住所とする保険契約者又は被保険者の継続による保険契約について下記の

とおり対応することとします。 

また、今後新たに本災害において災害救助法を適用する市区町村が追加された場合も同

様の対応とします。 

 なお、宮城県及び福島県の近隣等に所在する市町村で、今回の地震による災害により森

林保険の継続契約の手続きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、森林保険セ

ンターに個別に相談して下さい。

記 

保険契約者が保険期間満了の３０日前までに継続による契約の申込みができなかった場

合であっても、令和４年８月３１日までに申出（別紙２）があった場合は、同日まで継続

による契約の締結手続きを猶予します。 

また、猶予期間内に保険料を添えて継続による契約の申込が行われた場合は、前回契約

と同一の契約条件により、前回契約の満了日をもって継続による契約が成立したものとし

ます。 

以上 

（別　添）
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（別紙１）
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令和４年 月 日

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 理事長 殿

森林保険に係る申出書

申出者住所：

申出者氏名： ○印 （自署の場合は省略可） 

森林保険に係る手続きについて、下記のとおり令和４年８月３１日までの 

猶予を申し出ます。

記

該当手続き ：森林保険契約の継続手続き

理由 ：森林保険契約を継続し災害に対する補償を維持するため

証書番号 ：

保険契約者 ：

被保険者 ： （外 名）

（別紙2）
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令和 4 年 4 月理事会資料 

国 立 研 究 開 発 法 人 

森 林 研 究 ・ 整 備 機 構 

今後の行事予定について 

 会議等については、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、時期および開催手法が変更となる場合がある。 

日  付 研
究

整
備

保
険

行 事 名 等 場 所 等 

4月8日 ○ ○ ○ 第1回理事会 森林総合研究所 

4月19日 〇 春の森林講座（令和4年度科学技術週間） 森林総合研究所 

4月20日 〇 全水造連理事会 森林整備センター 

5月11日 〇 全水造連総会 森林整備センター 

5月12日～ 

13日 
〇 整備局長所長等会議 森林整備センター 

5月13日 〇 〇 〇 第2回理事会 森林総合研究所 

5月14日～ 

15日 
〇 〇 〇 

みどりとふれあうフェスティバル 

（第31回森と花の祭典 みどりの感謝祭） 
東京都立木場公園 

5月17日 〇 第1回育種運営会議 林木育種センター 

5月17日～ 

20日 
〇 九州林試協研究担当者会議 九州支所 

5月20日 〇 事業運営会議 森林整備センター 

5月20日 〇 保険運営会議 森林保険センター 

5月26日～ 

27日 
〇 〇 〇 令和4年度第1回機構会議ほか 森林総合研究所 

Ⅱ-1
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月　　日 行　事　内　容 出　席　者

３月１１日（金） 【共】第１２回理事会 理事長、各理事、森林保険センター所長、両監事

１４日（月） 【共】機構リスク管理委員会 理事長、各理事、森林保険センター所長、両監事

〃 【共】コンプライアンス合同報告会 理事長、企画・総務・森林保険担当理事、森林業務担当理
事、法令遵守担当理事、森林保険センター所長、両監事

２２日（火） 【共】情報セキュリティ委員会 企画・総務・森林保険担当理事、法令遵守担当理事

２３日（水） 【研】IUFRO－Ｊ機関会議 理事長、研究担当理事

２５日（金） 【研・育】業績審査委員会 企画・総務・森林保険担当理事、研究担当理事、育種事業・
森林バイオ担当理事

２９日（火） 【研】SGEC評議委員会 企画・総務・森林保険担当理事

４月　１日（金） 【研】入所式 理事長、研究担当理事

４日（月） 庁議 理事長

主要行事（令和４年３月１１日～令和４年４月７日）

※ 【研】：森林総合研究所、【育】：林木育種センター、【整】：森林整備センター、【保】：森林保険センター、【共】：共通の行事　 の略

Ⅱ-2
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研究者・担当者名 掲載誌名 論文公開時期 備考

ｱﾍﾞ　　ﾄｼｵ

阿部 俊夫
（東北支所）

森林総合研究所研究
報告、Vol.20-No.4（
No.460）、 301-310

2021年12月
HP（研究成果）
に掲載

ｼﾊﾞﾀ　　ﾐﾂｴ

柴田 銃江
（森林植生研究領域）

森林総合研究所研究
報告、Vol.20-No.4（
No.460）、 339-351

2021年12月
HP（研究成果）
に掲載

ﾖｼﾑﾗ　　ﾏﾕﾐ

吉村 真由美
（関西支所）

Global Ecology and
Conservation

2022年2月
HP（研究成果）
に掲載

ﾅｶｵ　　ｶﾂﾋﾛ

中尾 勝洋
（関西支所）

Forest Ecology and
Management

2022年2月
HP（研究成果）
に掲載

ｳｴﾉ　ﾏｻﾖｼ

上野真義
（樹木分子遺伝研究
領域）

中長期計画成果番
号：第5期中長期計画
9（森林環境-3）
中長期計画成果番
号：第5期中長期計画
10（森林環境-4）

2022年2月
HP（プレスリ
リース）に掲載

ﾀｶﾔﾏ　ﾉﾘﾏｻ

高山範理
（企画部 上席研究
員）

International Journal
of Environmental
Research and Public
Health 2022, 19(3),
1202

2022年1月
HP（プレスリ
リース）に掲載

（トピック）
名称 担当 主催等 開催場所 開催日 備考

令和3年度「材料・空間の
感性・快適性評価に関す
る産学連携セミナー」を開
催しました

広報普及科 森林総合研究所
森林総合研究所大会
議室オンライン配信

2021年10月15日
（金）、11月12日

（金）

HP（ニュース）
内にYouTube
森林総研チャン
ネルへのリンク
を掲載

ビッグデータからスギ林の将来の生産性
を高精度で予測

無花粉スギの苗木だけを量産する革新
的技術を開発
―DNA鑑定と組織培養で花粉症対策に
貢献―

「デジタル森林浴」が日々のストレスを低
減する!!
―森林の環境が再現された室内体験が
もたらす心身の疲労回復効果―

令和4年3月に森林総合研究所が広報した研究成果

理 　事 　会 　資 　料
森林研究 ・整備機構
森 林 総 合 研 究 所

河川の流路内に落ちる葉の量を見積も
る方法を開発しました

広報タイトル

スズタケはアズマザサとミヤコザサを押
しのけて、30年間拡大し続けた

藻類の生育や水生生物の生息に必要な
光環境は渓畔林の状態によって異なる
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国立研究開発法人森林研究・整備機構理事会規程

平成２９年３月３１日

２８森林総研第１８３２号

（目的）

第１条 この規程は、国立研究開発法人森林研究・整備機構組織・事務分掌規程（１３森林

総研第４７号。以下「組織・事務分掌規程」という。）第２条の規定に基づき置く理事会

及びその運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（構成員等）

第２条 理事会の構成員（以下「構成員」という。） は、理事長、理事、監事とする。

２ 理事会には、理事長が適当と認める者を同席させることができる。

（開催）

第３条 理事会は、毎月１回程度開催する。

２ 理事長は、前項の他必要があると認めたときは、随時に理事会を開催することができる。

（招集）

第４条 理事会は、理事長が招集する。

（職員の出席）

第５条 理事長は、必要に応じて、関係職員を理事会に出席させ、説明又は報告をさせるこ

とができる。

（議長等）

第６条 理事会の議長は、理事長とする。

２ 理事会は、理事長（理事長に事故があるときはその代理）の出席のほか、構成員の過半

数の出席がなければ開催することができない。

３ 理事会の進行は、理事長が適当と認めた者に行わせることができる。

（審議事項）

第７条 理事会で審議を要する事項（以下「審議事項」という。）は、次に掲げる事項とす

る。

一 業務運営の基本方針に関する事項

二 内部統制に関する事項

三 組織に関する事項

四 人事に関する事項

五 予算に関する事項

六 訴訟及び重大な事故に対する対策に関する事項

7-15-1

Ⅱ-4

21



七 その他理事長が必要と認めた事項

２ 出席者は、審議事項以外の事項で、構成員等に周知を図る必要があると考える事項を報

告することができる。

３ 前項により報告された事項で、構成員から審議すべきとの提案があった場合において、

理事長は、これを適当と認める場合には、審議事項とすることができる。

（審議事項に係る決定等）

第８条 審議事項に係る決定は、十分な審議を行い、構成員の合意を得るよう努めるものと

する。構成員の合意が得られない場合には、出席した構成員の賛否の確認を行った上で、

理事長が判断し、決定するものとする。

２ 決定した事項のうち、理事長が必要と認めるものは、速やかに職員その他の関係者に対

して周知を図るものとする。

（議事録の作成）

第９条 理事会に付議された事項の審議結果（構成員の合意によらない場合は、各構成員の

賛否を含む。）及び重要な報告は、議事録にこれを記録するものとする。

（情報の開示）

第１０条 理事会の審議内容は、原則として公開する。なお、審議事項にかかる情報開示の

方法については、理事会において定める。

（庶務）

第１１条 理事会の庶務は、森林総合研究所総務部総務課において行う。

（その他）

第１２条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会で審議

した上で決定する。

附 則（平成２９年３月３１日 ２８森林総研第１８３２号）

第１条 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

第２条 国立研究開発法人森林総合研究所理事会運営要領は廃止する。

7-15-2
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